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居宅介護支援重要事項説明書 
令和 6 年 4 月１日現在 

 

１． 法人が提供するサービスについての相談窓口 

電 話 ０４７（４６１）６８６５（８：３０～１７：３０） 

担 当 介護支援専門員：矢是美加子   

※ ご不明な点は、何でもお尋ね下さい。 

 

２．居宅介護支援事業所の概要 

（１）居宅介護支援の指定事業所番号およびサービス提供地域  

事 業 所 名 居宅介護支援事業所 オレンジガーデン・ケアセンター 

所 在 地 千葉県船橋市芝山７丁目４１番１号 

介護保険事業所番号 居宅介護支援事業（１２７０９０１１１７） 

サービスを提供する 

地域 

船橋市、習志野市 

 

（２）同法人の職員体制 

 資格 常勤 非常勤 業務内容 計 

管 理 者 介護支援専門員 １名   １名 

介護支援専門員 同左 １名   １名 

 

 

（３）営業時間 

平 日 午前８時３０分～午後５時３０分 

土・日・祝祭 休業 

※その他休業日  １２／２９～１／３ 

 

３．当法人の居宅介護支援の特徴等 

基本方針 

① あらゆる業務は、利用者の人として個々の生き方を尊重し、個に徹した援助活動計画のも

とに誠心誠意サービスを行う。 

② 利用者には、人の命の尊さを念頭に、常に明るく慈愛に満ち、介護させていただく感謝の

気持ちを持って、接することを心がける。 

③ 自らの手で、自らの足で、何事も出来る健康体であることの喜びを体得してもらうよう自

立して生活できるよう援助活動に接する。 

④ きれいで、清潔な、安全な生活環境の施設の維持・運営に努めるとともに、社会福祉の公

共性を認識し、健全な経営に努める。 

⑤ 利用者の家族との密接な連携のもとに、相互理解にたった、自立のための援助活動を行い、

早期の社会復帰を目指すサービスを行う。 

⑥ 地域社会の人々と一体となって、地域社会の福祉活動に貢献できる協力を積極的に行う  

⑦ 行政機関との交流を通し、国、県、市の福祉行政に協力し、よりよい社会の発展に努める。  

⑧ 時代の進展に伴う、諸技術の革新に応じ、サービスの向上・施設設備の更新のため、人材

教育と環境整備を財政基盤の許す限り、積極的に行う。  
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４．居宅介護支援の申し込からサービス提供までの流れと主な内容  

 

要介護認定 

↓ 

居宅介護支援業者 

↓ 

状態の把握（アセスメント） 

利用者やご家族に面接し、問題点や解決すべき課題を  

分析します。 

↓ 

計画の原案の作成 

サービスに関わる事業者情報に基づく、事業者を 

お選びください。 

↓ 

サービス担当者との連絡調整 

介護支援専門員を中心に、サービス担当者や 

利用者・ご家族を交えて意見交換等を行います。 

↓ 

居宅サービス計画の作成 

居宅サービスの目標と達成時期・サービスの種類・ 

内容・利用者等サービスをご利用いただく方の 

ご希望や心身の状態をもとに作成します。 

↓ 

お客様の合意 

計画の内容を説明し、計画が利用者のご希望に 

沿っているか確認させていただきます。 

↓ 

１割(または 2・3 割)の負担でご利用いただけます。 

↓ 

居宅サービス事業者 介護保険施設 

 

※ ご自身でお申し込みの場合、一旦全額をご負担いただき、  

事後９割(2・3 割負担の方は 8・7 割)がもどされます。 

 

 

（サービスご利用のために） 

事     項 有無 備    考 

介護支援専門員 有 変更を希望される方はお申し出ください。 

調査（課題把握）の方法 有  

契約後、居宅サービス計画の作成段階 

途中で利用者のご都合により解約した

場合の解約料 

無  

利用料の変更 有 変更の場合には書面にて通知いたします。 
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５．利用料金 

 

（１）種類 

① 利用料  

要介護認定を受けられる方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はあり

ません。 

※保険料の滞納等により、法廷代理受領が出来なくなった場合、１ヶ月につき下記の

金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス

提供証明書を後日＿＿＿市町村の窓口に提供しますと、全額払い戻しを受けられます。 

 

  要介護 1,2  1,086 単位／月   要介護 3,4,5  1,411 単位／月 

    (その他、別に厚生労働大臣が定める基準に従い初回加算【300 単位】、入院時情報連

携加算Ⅰ【250 単位】、Ⅱ【200 単位】、退院・退所加算(Ⅰ)イ【450 単位】、(Ⅰ)ロ【600

単位】、(Ⅱ)イ【600 単位】、(Ⅱ)ロ【750 単位】、(Ⅲ)【900 単位】、通院時情報連携加

算【50 単位】、緊急時等居宅カンファレンス加算【200 単位】、ターミナルケアマネジ

メント加算【400 単位】の加算を算定する場合があります。) 

 

② 交通費 

前記２の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。  

 

③ 解約料 

利用者はいつでも契約を解除することができ、一切料金はかかりません。  

 

④ その他 

要介護認定に伴う申請代行業務にかかる下記の実費については、お客様の負担とさせ

ていただきます。 

・ 申請代行時の書類作成に伴う公的機関からの証明書等にかかる費用。  

・ かかりつけの医師から診断書等を取得する費用。 

・ 申請代行業務に伴って①②以外に必要となる書類等の取得にかかる費用。  

 

（２）支払い方法 

料金が発生する場合、月ごとの清算とし翌月３日までに前月分の請求をいたしますの

で、７日以内にお支払いください。 

 お支払いいただきますと、領収書を発行いたします。 

 お支払いの方法は、指定の銀行振込とさせていただきます。  

 

 

６．相談・要望・苦情等の窓口 

 居宅介護支援に関する相談、要望、苦情等は下記窓口まで何なりとお申し出ください。  

 

※サービス担当 

 電  話  ０４７（４６１）６８６５ ８：３０～１７：３０ 

 担  当  矢是 美加子    

 

 介護保険事業者番号 １２７０９０１１１７ 

 指定都道府県名等 船橋市 

 所在地   千葉県船橋市芝山７丁目４１番１号 

 事業所名  居宅介護支援事業所 オレンジガーデン・ケアセンター 
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7．利用割合 

  当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サ

ービスの利用状況は別紙のとおりです。 

 

 

令和  年  月  日 

 

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して契約書および書面に基づいて重要な

事項を説明いました。 

 

   事業者 所在地 千葉県船橋市芝山７丁目４１号１番 

 

    名 称 医療法人 すいめい会 

     居宅介護支援事業所オレンジガーデン・ケアセンター 

 

    

 

   説明者 所属 居宅介護支援事業所 介護支援専門員 

 

    氏名    印 

 

 

 

私は契約書および本書面により事業者から居宅介護支援について重要な事項の説明を受

けました。 

 

   利用者 

    住所 

 

    氏名    印 

 

 

     （代理人） 

    住所 

 

    氏名    印 

 

 

 

 


